
Ⅲ．介護保険施設の報酬・基準に関する論点  

○ 介護保険施設の報酬・基準については、次のような基本的論   

点が考えられる。  
①10月施行に関連する課題への対応をどう考えるか。  
②施設の収支状況に関してどう考えるか。  
③介護保険施設の将来像をどう考えるか。  
④上記を踏まえた報酬改定の基本方向をどう考えるか。  

1．10月施行に関連する課題への対応について  

〈ユニット型個室等と多床室の報酬設計のバランス〉  

○ 報酬設計の見直しに当たっては、看護・介護サービスといっ   

た「ケア」に係る評価の観点から、報酬水準のバランスを見直   
すことが必要と考えるかどうか。  

（参考 要介護5の1人1月当たり報酬、丙地の場合 単位：万円）  

特養   老健   介護療養型   

ユニット型個室   2 5． 3   2 7． 3   3 7． 4   

ユニット型準個室   2 5． 3   2 7． 3   3 7， 4   

従来型個室   2 6．1   2 9． 6   3 6． 8   

多床室   2 8． 6   2 9． 6   4 0． 8   

※lケ月の報酬については加算等をつけていない1日当たり単位数を30．4倍した：  

もの。1単位は10円として100円以下を四捨五入。  
l  

・  

※介護療養型は看護6：1，介護4：1の場合  
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〈食費について〉  

○ 食費に関する費用や栄養ケア・マネジメントについて、次の   
ような観点からどのように考えるか。  

・直近の介護施設における費用実態（平成17年3月調査）  
・10月以降の食費の実態  
・食事サービスの内容、質  

・栄養ケア・マネジメントの状況  

；蝉年3月＝こおける食費の実態  

調理臼  料費等   栄養士   光熱水費等   

三施設平均  く由，952円   16，319貞⊃  4，533円   4，714円   

介護老人福祉施設   20，330円   24，698円   5，093円   6，498円   

介護老人保健施設   25，674円   13，968円   4，278円   3，48了円   

介護療養型医療施設  25，852円   10，290円   4，227円   4，158円   
l  

l  

‡旦企＿塾睾畳屋旦遡遡遡屋」．．空虚」旦生1p且L圭旦け旦食旦旦呈腰  

調理員等   材料責等   栄養士   光熱水費等   

三施設平均   25，339円   16，89両二）   4，536円   4，650円   

介護老人福祉施設   20，401円   24，936円   5，270円   4，633円   

介護老人保健施設   28，728円   13，778円   3，211円   5，236円   

介護療養型医療施設  26，887円   11，959円   4，372円   4，079円   

l ：0享施琴における  平成17年10月以降の食真の実態  

一→資料2を参照。  

l  

I  

1  

l  
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2．施設の収支状況について  

○ 介護保険施設の事業収支の状況に関してどう考えるか。  

〈事業収支差（収益率）の在り方〉  
l  

：○介護事業経営実態調査（平成17年3月）における三施設の事業収支 l  

補助金を含まないベース  補助金を含むベース  

損益（千円）  比率（％）  損益（千円）  比率（％）   

介護老人福祉施設   2，469   11．2％   3，089   13．6％   

介護老人保健施設   4，109   12．3％  

介護療養型医療施設（病院）   了，924   10．4％   

（再掲）介護保険適用病床   1，141   3．4％   

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l   
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：○介護保険三施設における入退所者の状況  
l  
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平成15年介護サービス・事業所調査  

退所者の入退所の経路  

平成15年9月   

（退所後の行き先）  （入所前の場所）  

退所者 3，016人  

（100．0％）  

2．7  

1．0  

0．5  

23．4  

71．3  

1．1  

（100．0％）  

30．0  

3．4  

4．5  

26．8  

30．2  

5．2  

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

死亡  

その他  

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

その他  

L二二三ヽ  l・‥＝・－1ノ  

平均在所日数 1，429．0 日  

退所者 19，966人  

（100．0射  

39．2  

7．0  

2．1  

9．4  

38．5  

2．2  

1．6  

30．5％   

25．9％  

8．7％  

（100．0％）  

45．7  

1．2  

0．5  

6．4  

43．5  

2．6  

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

死亡  

その他  

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

その他  

＝＝ト  l－ －：ン  

平均在所日数  230．1日  

家  庭 → 家  庭  

医療機関 －→ 医療機関  

家  庭 → 医療機関  

退所者 6，121人  

（100．0％）  

17．9  

5．1  

1．1  

9．9  

37．3  

27．0  

1．8  

（100．0％）  

18．3  

1．9  

0．3  

4．6  

71．8  

3．2  

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

死亡  

その他   

家庭  

介護老人福祉施設  

その他の社会福祉施設  

介護老人保健施設  

医療機関  

その他  

…‾ニニ＞  「二つ  

平均在所日数   359．5 日  

医療機関 → 医療機関  

医療機関 → 死  亡  

家  庭 → 家  庭  

注：「その他」には不詳を含む。  

l  

I  

l  
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4．報酬改定の基本方向について  

○ 平成18年4月改定については、介護保険施設の将来像を踏   
まえ、サービスの質、機能に応じて、プロセス、アウトカムを   
積極的に評価してはどうか。また、評価に当たっての具体的視   
点として次のような事項が考えられるがどうか。  

①利用者の重度化傾向を踏まえた中重度者への重点化  

②在宅復帰支援機能の強化  
③サービスの質の向上  

○ 上記を踏まえつつ、全体として効率化、適正化を図ることが   
必要ではないか。  

〈中重度者への重点化〉  
○ 報酬水準の設定に当たっては、利用者の重度化傾向を踏まえ   

た中重度者への重点化の観点から見直しを行うことが考えられ  

るがどうか。   

〈在宅復帰支援機能の強化〉   
○ 老人保健施設をはじめ、在宅復帰の支援を積極的に行ってい  

る施設を評価する観点から、平均在所期間が一定以下の施設で   
あって、かつ、年間の退所者に占める在宅復帰者の割合が一定   
以上の施設について評価を行うことが考えられるがどうか。  

特別養護老人ホーム   老人保健施設   介護療養型医療施設   

退所者の平均在  2 3 0．1日   3 5 9．5日   

院・在所日数   

家庭への退所の  2， 7％   3 9． 2％   17． 9％   

割合  

〈サービスの質の向上〉  
○ 施設運営体制に関わる次のような事項について、報酬や基準   

の見直しを行うことが考えられるがどうか。  

・感染症管理体制の強化  
・介護事故に対する安全管理体制の強化  
・身体拘束廃止やじょく瘡予防に向けた取組み  
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○ 質の高い個別ケアを推進する観点から現行のユニ   

ついて、運営基準の見直しを行うことが考えられる  

（見直しの方向）  

ア
か
 
 

ケ
う
 
 

ト
ど
 
 

ツ
が
 
 

①日中、夜間の介護職員等の体制について運営基準において義務  

づけ（現行は通知で規定）  

②常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置すること、ユニ  

ットケア管理者研修終了者を配置することを運営基準上明確化  

■ヽ ■ ■ ■■ － ■ 一 －■ －■ － －－ － － － 一 － ■－ － － ■－ － －一 一－ － － － － －－ － － －一 一 － － － － － － ●－ ●－ － －－ － － － －■ 一 －－ － － － － ■－ － － ■－ ■ ■－ ‾ ■ 一 ■ ‾  

（現行のユニットケアの基準）   

小規模ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員等の勤務体制  

については、次の配置を行うことが望ましい。  

l ①日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職：   
員を配置すること。  

②夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は： l   
看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。：  
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